
2-4.公園
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少子高齢化の進展などにより公園緑地等に対するニーズが変化するとともに、本市が暮らしやすい

都市であり続けるために公園緑地等が果たすべき役割はますます大きくなっています。都市公園をはじ

めとする公園緑地等の適正配置と、これまでに蓄積されてきた既存公園緑地等の再生や効率的な管

理・活用等により、子どもからお年寄りまで自分らしく健康で豊かな生活を楽しむ舞台となり、多様なニ

ーズとライフスタイルに対応する緑をつくります。

高齢者、障がい者等を含むすべての人々が安全に利用でき、緑の豊かさを享受できるよう、「バリアフ

リー法」や「福岡市公園条例の整備基準、努力基準」に基づき、公園の出入口や園路の幅、こう配等につ

いて、高齢者、障がい者等が利用しやすくなるようにバリアフリー化を積極的に進めます。

（1）公園の新設などを行う場合は、引き続き、福岡市公園条例（平成25年4月改正）の整備基準に適合

させることにより、バリアフリー化を推進していきます。

（2）既設の公園については、緊急性・必要性の高い公園から再整備（部分的な改修を含む。）に取り組ん

でいくこととし、可能な限り、福岡市公園条例の整備基準に適合させることにより、バリアフリー化

を推進していきます。

①公園の新設又は再整備における主なバリアフリー化の視点

ア 園路及び広場のバリアフリー化

（例：有効幅員の確保、段差の解消など）

イ 駐車場がある場合は、駐車場のバリアフリー化

（例：車椅子スペースの確保など）

ウ 便所がある場合は、障がい者対応型便所の設置

（1）都市公園法第2条第1項規定する都市公園

（2）港湾法第２条第５項に規定する港湾環境整備施設の緑地及び広場

「３ 対象施設」と同じ　

道路の主な整備箇所１ 基本的な考え方

２ バリアフリー化推進の方向性（福岡市バリアフリー基本計画）

３ 対象施設（施行規則第2条）

４ 特定施設（施行規則第6条）
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道路の主な整備箇所５ 整備基準等の適用について
（1）対象施設の公園、緑地、広場（以下「公園等」という。）において、福岡市公園条例別表第１に定める

整備箇所を新設、増設又は改築する場合は、整備基準に適合させなければなりません。（条例第26

条第1項）

（2）整備基準は、福岡市公園条例別表第1に定めるとおりです。ただし、災害時のため一時使用する施

設の設置についてはこの限りではありません。

（3）整備基準により確保される水準よりも高度な水準で公園等を利用できるようにするため適合させ

るよう努める整備箇所に関する基準（努力基準）は、福岡市公園条例別表第1の2に定めるとおりです。

（4）公園等の整備にあたっては、当施設整備マニュアルによる他、「都市公園の移動等円滑化整備ガイ

ドライン」（国土交通省策定）や福岡市公園施設標準設計図集、インクルーシブな子ども広場整備

指針を参照してください。

（1）対象施設の公園等の整備箇所のうち、下記の項目に該当する場合は、整備基準に適合させること

が困難なものとして整備箇所から除かれます。

①保存・保全が必要な文化財や史跡・名勝等が存在し、土地の形質の変更等を制限する法令・条例の

規定の適用があるもの

②山地丘陵地、崖その他の著しく傾斜している土地等に設けるもの

③自然環境や動植物の生息地を保全することが必要な場所等に設けるもの

④上記の他、整備基準に適合している場合と同等以上に高齢者、障がい者等が安全かつ円滑に利用

できる場合や、当該対象施設を整備基準に適合させることが困難な場合であると市長が認める場

合（条例第26条第2項）

（2）ただし、上記（1）に該当する場合にあっても、対象施設の公園等の設置の目的のほか、公園整備計画、

管理運営の方針等を踏まえるとともに、障がい者団体や支援者団体、利用者や周辺住民の意見を聴取

するなどにより、合意形成を図りつつ、対応策を検討することが望まれます。

（3）なお、整備基準の適用を除外する場合は、その理由等を文書により明確にします。

特定施設となる公園等の整備箇所を新設、増設又は改築を行う場合は、事前協議又は通知の対象と

なります。（例：出入口改修、便所改造、駐車場整備、建築物整備、公園再整備事業など。）

なお、維持補修や原型復旧並びに福岡市公園施設標準設計図集に記載のあるベンチ、手すり、水飲

み器及び手洗い場の単体整備等は対象となりません。

工事中の安全対策については、「土木工事安全施工技術指針」、「建設工事公衆災害防止対策要綱」な

どで規定されていますが、さらに『工事中の歩行者安全対策の手引き』（平成20年3月福岡市発行）によ

りバリアフリーに基づいた配慮や工夫を行い、誰もが安全で安心して通行できる歩行者空間の確保に

努めます。

６ 整備基準の適用除外（条例第26条第2項）

７ 事前協議又は通知の対象となる行為

８ 工事中の配慮について
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公園の主な整備箇所

12.券売機

2.園路

5.便所

10.ベンチ

8.視覚障がい者誘導用ブロック等

4.傾斜路
13.水飲み器・手洗い場

1.出入口

11.野外卓

9.標識類

3.階段

7.手すり

6.駐車場

14.休憩所及び管理事務所

15.屋根付き広場

16.野外劇場及び野外音楽堂

※公園等の整備にあたっては、当施設整備マニュアルによる他、「都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン」
（国土交通省策定）や福岡市公園施設標準設計図集、インクルーシブな子ども広場整備指針を参照してくだ
さい。
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●公園の出入口においては、車椅子使用者が安全で、かつ、円滑に通過できる出入口を1ヶ所以上設け、車
椅子使用者の通行可能な園路と連結させることが必要です。

●出入口部は車椅子での円滑な通行を考慮して、車止めを適正に配置し、その前後に平たん部を設けるこ
とが必要です。

設計のポイント

設計編〔公園〕

1.出入口
基本的な考え方
公園の出入口は、地形的な条件や
管理状況等を考慮しながら、高齢
者、障がい者等が支障なく出入りで
きるよう配慮する必要があります。

□公園の出入口のうち、少なくとも1ヶ所を対象とします。整備の対象

5.水平面

３.路面の仕上げ

４.車止め
6.標識類

２.段

1.有効幅員

その他

整備項目
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○出入口から水平距離が150cm以上の水平部分を設
けます。
　出入口から水平距離が180cm以上の水平部分を設
けます。

○出入口の有効幅員は、130cm以上とします。

　出入口の有効幅員は、180cm以上とします。

1. 有効幅員 ＊「130cm」とは、車椅子と横向きの人
がすれ違える幅120cmにさらに外
部空間としての余裕を考慮した幅
です。
＊「180cm」とは、車椅子が回転しや
すく、車椅子同士がすれ違いやすい
幅です。

○　段は設けないものとします。ただし、地形の状況等
の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、「4.傾斜
路」に定める構造の傾斜路を併設します。

2. 段 ＊「やむを得ず段を設ける場合」とは、
特に公園においては自然の地形を
利用するケースが多いため、段が
生じることが避けられないことを想
定したものです。

○　路面は、平たんで滑りにくい仕上げとします。3. 路面の仕上げ ＊「平たんで滑りにくい仕上げ」とは、
雨天時の滑りにくさに留意し、水は
けが良くなるような路面舗装材を
示します。

○　車止めを設ける場合は、車止めの間隔は、90cm以
上とし、車止めの前後に150cm以上の水平部分を設
けます。

◇車止めを設置する場合は、車椅子が通れるよう、高さにも
留意して設けます。

◆車止めを設置する場合は、ヘッドレストがある車椅子など
が通れるよう通行できる幅や高さを確保することが望まれ
ます。

＊「90cm」とは、車椅子が通過しやす
い幅です。
＊「150cm」とは、車椅子が回転でき
る幅です。
＊車止めを設置する場合は、点状ブ
ロック等を設置するなど、視覚障が
い者の利用の支障とならないよう
配慮が必要です。
＊車椅子の寸法はJISで規格が定めら
れています。（全幅70cm以下×全
長120cm以下×全高120cm以下）

＊「180cm」とは、車椅子が回転しや
すい幅です。
＊公園内で150cm以上の水平部を設
けることが困難な場合で、公園外に
安全な水平部（歩道や交通量が少
ない生活道路など）が確保されて
いる場合は、この限りではありませ
ん。

4. 車止め

○　90cm以上

○　150cm以上

○130cm以上
　180cm以上

○150cm以上
　180cm以上

車止めを設けた場合の出入口の例

点状ブロック等

5. 水平面

○：整備基準　　：誘導基準　◇：標準的な整備内容　◆：望ましい整備内容　＊：語句の解説等

◇自転車・オートバイなどの出入りを禁止する場合は、その旨
を表示します。
◇直接車道に接する場合は、その旨を表示します。

＊幼児等が安全に安心して公園を利
用できるように、出入口付近の見や
すい位置に表示板を設置します。
＊出入口が直接車道に接する場合
は、点状ブロック等の敷設、舗装材
の変化等により道路との境界を明
示します。

6. 標識類
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全国で768頭実働数 全国で51頭 全国で57頭

障がい物を避け
たり、立ち止まっ
て曲がり角を教
えるなど、視覚
障がい者の歩行
をサポートしま
す。

ハーネス（胴輪）聴導犬であることの表示
介助犬であるこ
との表示

盲導犬 聴導犬 介助犬

玄関のチャイム
音など、生活の
中の必要な音を
聴覚障がい者に
教えます。

物を拾って渡し
たり、着脱衣を
介助するなど、
肢体不自由者の
日常の生活行動
をサポートしま
す。

特徴

役割

種類

コラム
ほじょ犬（身体障害者補助犬）について

　ほじょ犬（身体障害者補助犬）は、目や耳や手足に障がいのある方の
生活をお手伝いできるよう特別な訓練を受けた、身体障害者補助犬法に
基づき認定された犬です。「盲導犬」「聴導犬」「介助犬」の3種類が認定
されています。
　ほじょ犬は身体に障がいのある方の自立と社会参加に欠かせませ
ん。ほじょ犬の同伴については、「身体障害者補助犬法」で、人が立ち入る
ことのできるさまざまな場所で受け入れるよう義務づけられています。
　ほじょ犬は、きちんと訓練され管理も行われているので、社会のマナーも
守れますし、清潔です。「犬だから」という理由で受け入れを拒否しないで
ください。

●ほじょ犬の同伴を受け入れる義務がある場所
・国や地方公共団体などが管理する公共施設
・公共交通機関（電車、バス、タクシーなど）
・不特定かつ多数の人が利用する施設（商業施設、飲食店、病院、ホテルなど）
・事務所（国や地方公共団体の事務所、従業員40人以上※の民間企業）

●ほじょ犬の種類と役割

実働数は令和7年4月現在

※令和8年7月1日からは37.5人以上

ほじょ犬を同伴できること
を示したステッカーの例

出典：厚生労働省HP、「ほじょ犬・もっと知ってBOOK」（厚生労働省）



311

設計編〔公園〕

2.園路
基本的な考え方
主要な園路は、主要な出入口と連続
する構造とし、地形的な条件や管理
状況等を考慮しながら高齢者、障が
い者等が支障なく通行できるよう
に、有効幅員や舗装面の仕上げ等に
配慮する必要があります。

●利用者が容易に目的の空間まで到達できるように、動線が複雑にならないように配慮します。
●高齢者、障がい者等も安全に通行できるように、車椅子や松葉杖の使用に支障のない幅員を確保すると
ともに、傾斜路等により段差を解消します。さらに、必要に応じて、手すりや車椅子当たりを設けます。

設計のポイント

□公園内の主要な園路のうち、少なくとも1経路を対象とします。整備の対象

3.路面の仕上げ

1.有効幅員

2.こう配
（横断こう配）

2.こう配
（縦断こう配）

その他

5.排水溝の蓋
6.溝蓋の形状
7.段
8.縁石

4.視覚障がい者
　誘導用ブロック等

整備項目
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○：整備基準　　：誘導基準　◇：標準的な整備内容　◆：望ましい整備内容　＊：語句の解説等

移動等円滑化園路の考え方
移動等円滑化園路の基本的な考え方
◇整備基準に適合する公園施設（園路及び広場を除く）が設置されている場合、高齢者、障がい者等、誰も

が安全で連続的に移動・利用ができる園路（以下、「移動等円滑化園路」という。）は、これらの施設のう

ち、それぞれ１以上と接続させます。

◇主要な公園施設には、移動等円滑化園路を接続させます。

◇掲示板及び標識については、移動等円滑化園路に近接させます。

◆公園内の建築物対象施設※についても接続させることが望まれます。

便所①

便所②

水飲場・手洗場

休憩所
管理事務所

駐車場

屋根付広場 主要な公園施設①

移動等円滑化園路

主要な公園施設②

野外劇場
野外音楽堂

掲示版・標識

□は特定公園施設

出入口

移動等円滑化園路の概念図

※建築物対象施設は「対象施設一覧表」(P15)を参照
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○有効幅員は原則として180cm以上とします。ただし、
地形の状況等の理由によりやむを得ない場合は
120cm以上とします。この場合、園路の末端付近の
広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、
50m以内ごとに車椅子が転回することができる場所
を設けます。

　有効幅員は180cm以上とします。

1. 有効幅員 ＊「180cm」とは、車椅子が回転しや
すく、車いす同士がすれ違いやすい
幅です。
＊「120cm」とは、車椅子と横向きの人
がすれ違える幅です。

○縦断こう配は原則として4％（最大でも8％）以下とし、
こう配が50m以上続く場合は、50m以内ごとに長さ
150cm以上、幅180cm以上の水平部分を設けます。

　縦断こう配は4％以下とし、こう配が50m以上続く場
合は、50m以内ごとに長さ150cm以上の水平部分を
設けます。

2. こう配 ＊「4％」とは、車椅子での走行に支障
なく、憩いの場等である公園として
快適性が確保されることに配慮し
たこう配です。
＊こう配のある園路が長く続くと、下り
の時に加速がついて危険であり、ま
た、上りの時には休憩したり、加速
をつけるために水平部は必要とな
ります。

○原則180cm以上
　180cm以上

水平部分を設ける場合の考え方

有効幅員の例

○　150cm以上 ○　50m以内○　50m以内
水平部分

4％

○：整備基準　　：誘導基準　◇：標準的な整備内容　◆：望ましい整備内容　＊：語句の解説等
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○　路面は、平たんで滑りにくい仕上げとし、砂利敷き
は用いないこととします。

3. 路面の仕上げ

○　必要に応じて敷設します。

○　横断こう配は1％以下とし、可能な限り水平にしま
す。

○縦断こう配が4％以上となる部分の上下端部には、
長さ180cm以上の水平部分を設けるとともに、必要
に応じて「7.手すり」に定める手すりを設けます。

　縦断こう配が3％以上となる部分の上下端部には、
長さ180cm以上の水平部分を設けるとともに、必要
に応じて「7.手すり」に定める手すりを設けます。

4. 視覚障がい者
誘導用ブロッ
ク等

※「8.視覚障がい者誘導用
ブロック等」の項を参照
（P334）

＊こう配のある園路が長く続くと、下り
の時に加速がついて危険であり、ま
た、上りの時には休憩したり、加速
をつけるために水平部は必要とな
ります。

横断こう配

1
100

○　180cm以上の水平部

○　180cm以上の水平部

○縦断こう配が4％以上となる場合
　縦断こう配が3％以上となる場合

○：整備基準　　：誘導基準　◇：標準的な整備内容　◆：望ましい整備内容　＊：語句の解説等
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○　園路を横断する排水溝には、蓋を設けます。5. 排水溝の蓋

○　排水溝の蓋は、車椅子の車輪、杖等が落ち込まな
い形状とします。

○　園路には車椅子使用者が通過する際に支障とな
る段を設けないこととします。ただし、地形の状況等
の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、「3.階
段」に定める構造とし、「4.傾斜路」に定める傾斜路
を併設します。

○　縁石を切り下げる場合は、幅120㎝以上、段差2㎝
以下とし、すりつけ勾配は10％以下とします。

7. 段
※「3.階段」の項を参照
（P316）

※「4.傾斜路」の項を参照
（P320）

8. 縁石

○　落下防止用の縁石は、高さ10㎝以上とします。

蓋構造の例

縁石の切り下げの例

車椅子の車輪（前輪）

22～25mm

10mm程度

6. 溝蓋の形状 ＊車椅子の車輪や杖のほかベビーカ
ーの車輪についても落ち込まない
形状とします。

○：整備基準　　：誘導基準　◇：標準的な整備内容　◆：望ましい整備内容　＊：語句の解説等

○原則180cm以上
　180cm以上

園地 園路

○2㎝以下

○こう配10％以下 縁石

○120cm以上

縁石の切り下げ寸法の例
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●階段は、高齢者、杖使用者等に配慮し、上りやすいこう配であることや、松葉杖の使用や介助等も可能な
幅員を確保することが重要です。

●転倒しやすい場所であるので、つまずいたり、滑ったりしないように段鼻の仕様への配慮や連続した手
すりの設置等を行うことが必要です。

●視覚障がい者への配慮として、階段手前には、段差の存在を認識できる床材を敷設するとともに手すり
端部には点字表示を行うことが重要です。

設計のポイント

設計編〔公園〕

3.階段
基本的な考え方
階段は、高齢者、障がい者等にとっ
て大きな負担となるとともに、転落な
どの危険性が高いところであり、安
全性の確保や上下移動の負担軽減
に配慮する必要があります。また、支
障なく通行できるように、構造や舗
装面の仕上げなどに配慮する必要
があります。

□公園内の主要な園路の階段を対象とします。整備の対象

5.階段の識別

10.立ち上がり

4.床面の仕上げ

8.点状ブロック等

6.けあげ、踏面の寸法

3.構造

9.照明

7.水平部1.幅員

2.手すり

その他

整備項目
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＊1段の時は手すりは不要です。2段の
ときは、けあげ15cm以下、踏面
35cm以上の時のみ手すり不要で
す。

○階段の内のりは、90cm以上とします。

　階段の内のりは、150cm以上とします。

1. 幅員 ＊「150cm」とは、松葉杖使用者が円
滑に昇降できる幅です。

○両側に手すりを設けます。

　両側に手すりを設け、特に幅が広い場合は、中間に
も設けます。

◆手すり子形式とする場合は、階段の側桁又は地覆を2cm以
上立ち上げることが望まれます。

注）手すりの形状、設置方法については、設計編〔公園〕
「7．手すり」の項（P331）を参照してください。

2. 手すり ＊「立ち上がり」は、側面を手すり子形
式とする場合に杖先が落ちないよ
うにするものです。

○：整備基準　　：誘導基準　◇：標準的な整備内容　◆：望ましい整備内容　＊：語句の解説等

○回り段を設けないこととします。ただし、地形の状況
その他の理由によりやむを得ない場合は、この限り
ではありません。

　回り段を設けないこととします。

◇踊場には、こう配や段差は設けません。

3. 構造 ＊「回り段を設けない」とは、回り段は
踏面が内側と外側で異なるため視
覚障がい者等が段を踏み外す恐れ
があり、方向を見失いやすいため
です。

階段の構造

回り段の例

up

up

up

up

DN
up

：望ましい整備例
：望ましくない整備例

○　表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げま
す。

4. 床面の仕上げ ＊ノンスリップを設けることは、滑り止
めの手段として有効です。ただし、
金属製のものは杖が滑るので、で
きる限り避けます。
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○　けあげは15cm以下、踏面は35cm以上、けこみは
2cm以下とし、同一階段では、けあげ、踏面及びけこ
みの寸法を一定にします。
○　段鼻の突き出しがないこと等によりつまずきにく
い構造とします。

◇けこみ板を設け、段鼻は突き出さないようにします。

6. けあげ、踏面の
寸法

＊「けあげ15cm以下、踏面35cm以上
」とは、高齢者等が昇降しやすい寸
法です。建築物よりも踏面が大きい
のは、屋外でのゆとりを考慮したた
めです。

○　階段の上下端部には長さ120cm以上の水平部分
を設けます。

○　高さが250cmを超える階段では、250cm以内ごと
に踏幅120cm以上の踊場を設けます。

7. 水平部 ＊「水平部分」として確保する長さが
「園路や傾斜路の当該部分より短
い」のは、車椅子使用者の階段利用
は想定していないためです。

＊「つまずきにくい構造」とは、段鼻を
突き出さないことや、けあげ、踏面
の面をそろえる等です。

けあげ、踏面の形状

ノンスリップ
を設置 段鼻は突き出さない

（つまずきやすい）

○　35cm以上

○　15cm以下

けこみは２cm
以下に抑える

：望ましい整備例
：望ましくない整備例

○：整備基準　　：誘導基準　◇：標準的な整備内容　◆：望ましい整備内容　＊：語句の解説等

○階段の上端に近接する園路及び踊場には、必要に応
じて点状ブロック等を敷設します。

　階段の上下端に近接する園路及び踊場には、点状ブ
ロック等を敷設します。

8. 点状ブロック
等

※「8.視覚障がい者誘導用
ブロック等」の項を参照
（P334）

○　踏面の端部とその周囲の部分との色の明度の差
が大きいこと等により段を容易に識別できるものとし
ます。

◆けこみ板、踏面、段鼻（ノンスリップ）の色を変えることが望
まれます。

5. 階段の識別 ＊同一色の場合、弱視の人にとって
は、階段が同一平面と見えることが
あるからです。
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○　階段付近には、必要に応じて照明を設けます。9. 照明 ＊階段のけあげや踏面がわかるよう
な照明の工夫が必要です。

階段の側壁に設ける足もと灯の例

階段のけあげに設ける足もと灯の例

階段のそばに設ける庭園灯の例

○：整備基準　　：誘導基準　◇：標準的な整備内容　◆：望ましい整備内容　＊：語句の解説等

○　階段の両側に立ち上がり部を設けます。ただし、側
面が壁面の場合は、この限りではありません。

10．立ち上がり
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●車椅子使用者等が無理なく上ることができ、また、安全に下りることができるよう、傾斜路の位置、幅員、
こう配、踊場等に配慮します。
●視覚障がい者の利用に配慮し、起終点を認知しやすいものとするため、点状ブロック等の敷設や手すり
に点字表示等の配慮を行います。

設計のポイント

設計編〔公園〕

4.傾斜路
基本的な考え方
主要な動線に段差又は階段がある
場合は、車椅子使用者等が公園内
の各箇所を支障なく移動できるよう
に緩こう配の傾斜路を設ける必要が
あります。

□公園内の主要な園路の階段に併設して設ける傾斜路を対象とします。ただし、地形の状況等の理由により
傾斜路を設けることが困難な場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって、高齢者、障
がい者等の円滑な利用に適したもので代えることができます。

整備の対象

up

up

６．点状ブロック等

４．有効幅員

２．路面の仕上げ
３．傾斜路の識別

１．手すり

7．立ち上がり

５．こう配

整備項目
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○有効幅員は130cm以上とし、段に併設する場合は
90cm以上とします。

　傾斜路の有効幅員は150cmとし、段に併設する場合
は、120cm以上とします。

4. 有効幅員 ＊「90cm」とは、通路を車椅子で通行
可能な寸法であり、階段を併設する
場合など傾斜路を車椅子だけが通
行する場合に適用となります。

＊傾斜路の上端に近接する園路や踊
場の部分には、土の面など構造上
不可能なものを除き、必要に応じて
敷設するものとします。

○縦断こう配は原則として4％（最大でも8％）以下とし、
高さが75cmを超える場合は、高さ75cm以内ごとに
長さ150cm以上、幅180cm以上の水平部分を設け
ます。

　縦断こう配は4％以下とし、高さが75cmを超える場
合は、高さ75cm以内ごとに長さ150cm以上の水平
部分を設けます。

○縦断こう配が4％以上となる部分の上下端部には、
長さ180cm以上の水平部分を設けます。

　縦断こう配が3％以上となる部分の上下端部には、
長さ180cm以上の水平部分を設けます。

○　横断こう配は設けません。

5. こう配

○傾斜路の上端に近接する園路及び踊場の部分に
は、必要に応じて点状ブロック等を敷設します。

　傾斜路の上端に近接する園路及び踊場の部分に
は、点状ブロック等を敷設します。

6. 点状ブロック   
　等

○　傾斜路には、両側に手すりを設けます。
注）手すりの形状、設置方法については、設計編〔公園〕
「7．手すり」の項（P331）を参照してください。

1. 手すり ＊整備基準としては「片側に設置」を
「許容」していますが、例えば片側マ
ヒの人の利用等を考慮すると、でき
る限り両側に設置することが望まれ
ます。

○　路面は、滑りにくい材料で仕上げます。2. 路面の仕上げ

○傾斜路の上下端に近接する園路等との色の明度の
差が大きいこと等によりその存在を容易に識別でき
るものとします。

　踊場及び当該傾斜路に接する園路等との色の明度
の差が大きいこと等により、その存在を容易に識別
できるものとします。

3. 傾斜路の識別 ＊「容易に識別できるもの」とは、弱視
者等の視覚障がい者に配慮して、
傾斜路の仕上げを周囲と識別しや
すいものとすること等が該当しま
す。

※「8.視覚障がい者誘導用
ブロック等」の項を参照
（P334）

○　傾斜路の両側に立ち上がり部を設けます。ただし、
側面が壁面の場合は、この限りではありません。

7. 立ち上がり

○：整備基準　　：誘導基準　◇：標準的な整備内容　◆：望ましい整備内容　＊：語句の解説等
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設計編〔公園〕

5.便所
基本的な考え方
車椅子使用者が円滑に利用できる
便房（福祉型便房）や便器を備えた
便所は、利用者の動線を総合的に
考慮し、利用しやすい位置に設置し
ます。また、福祉型便房は男女の性
区分を尊重するとともに、車椅子使
用者だけでなく、誰もが気軽に利用
できるように表示等に配慮します。

□不特定かつ多数の人が利用する公園に設置する便所を対象とします。整備の対象

●便房は、高齢者、障がい者等が容易に利用できるように、車椅子転回スペースを確保し、手すりや手洗器
等を適切に設置する必要があります。

●公園の入口や主要な場所からトイレまでの誘導を行うとともに、トイレまでの園路、舗装等は段差のな
いスムーズなアプローチとします。

設計のポイント

女性便所 男性便所

8.小便器

3.段

6.水洗器具 7.床面の仕上げ

5.標識の掲示

1.便房の構造

2.有効幅員

4.ドアの構造

整備項目
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○　車椅子使用者が円滑に利用できる十分な空間が
確保され、かつ、腰掛便座、手すりその他必要な設備
が適切に配置されている便房（福祉型便房）を1以上
（男性用及び女性用の区分がある場合はそれぞれ1
以上）設けます。

○　福祉型便房の大きさは、間口200cm、奥行き
200cmを標準とします。

○　壁面の高さ70cmから80cmまでの間の位置に手
すりを設け、必要に応じて可動式の手すりとします。

◇便器の位置は正面からのアプローチを確保できるものと
し、かつ、右又は左からの側面移乗のできるものとします。

◆両側に手すりを付けることが望まれます。

◇腰掛便器まわりの操作系設備は、JIS S0026に合わせたも
のとします。

◆乳幼児づれが多い公園では、子ども用便座、ベビーベッド、
ベビーチェアの設置が望まれます。

＊腰掛便器は、和風便器に比べ無理
なく着座できます。

＊手すりは、立ち上がる時に「握る」
「肘をかける」等の動作の補助とし
て有効です。
＊「両側に手すりを付ける」とは、例え
ば片側マヒの人の利用を考慮する
ためです。
＊「右又は左からの側面移乗のでき
るもの」とは、片側マヒの人の利用
等に配慮するためです。

＊左図は、障がい者等の利用に配慮
し、多様な機能を備えた福祉型便
房の例で、車椅子が転回できるス
ペースを確保しているため便房の
大きさは基準よりも大きくなりま
す。
＊大型ベッドを設ける場合は、大型ベ
ッドを広げた状態で、車椅子からベ
ッドに容易に移乗できるよう十分
なスペースが残るよう留意が必要
です。

1. 便房の構造

手すりの設置例

福祉型便房に多様な機能を備えた場合の例

Ｌ型手すり

水平手すり
（可動式）

手すりの間隔
70～75cm程度

70㎝～75㎝フック

小型手洗い器を設ける
ことが望ましい

手荷物を置ける棚など
のスペースを確保

22
0㎝ 姿見鏡の設置が望ましい

汚物流し

フック　

有効幅
90㎝以上

280㎝

握り手はドア内側の
左右両側に設置すること
が望ましい

温水設備の設置が望ましい

折りたたみ式介護ベッド
の設置が望ましい
大型ベッドの設置
が望ましい

○：整備基準　　：誘導基準　◇：標準的な整備内容　◆：望ましい整備内容　＊：語句の解説等
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○　福祉型便房が設けられた便所の出入口又はその
付近にその旨を表示した標識を掲示します。

◇標識は、JIS Z8210に合わせたものとします。

◆便所の出入り口付近に、男性用及び女性用の区別（当該区
別がある場合に限る）並びに便所の構造を音、点字その他
の方法により視覚障がい者に示すための設備を設けること
が望まれます。
◆便房の出入口付近には、福祉型便房内部の構造が分かる
よう、簡略化した平面図を表示することが望まれます。

5. 標識の掲示

○　福祉型便房の出入口及び福祉型便房がある便所
の出入口の有効幅員は、90cm以上とします。
　

○　出入口には段を設けません。ただし、地形の状況
その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場
合は、「4.傾斜路」に定める構造の傾斜路を併設しま
す。

○　高齢者、障がい者等が円滑に開閉して通過できる
構造とします。

◇便房の出入口の錠や開閉ボタンは、ベビーチェアを使用し
ている子どもの手が届かない位置に設置します。

＊「80cm」とは、車椅子が通過できる
最低幅です。

＊「円滑に開閉して通過できる構造」
とするためには、引き戸が最適です
が、構造上やむを得ない場合は便
房内での動作を考慮して外開き戸
とします。内開き戸とする場合は、戸
の開閉のために便房内で身体をよ
けたり便器にあたったりしないよう
スペースを確保します。また、外開
き戸は便房が狭い場合に有効です
が、開けた時にドアの向こうの人に
あたらないよう配慮することが必要
です。
＊段が生じる場合は、2cm以下で丸み
をもたせた段に仕上げます。
＊車椅子が寄り付きやすい位置に便
房のドア開閉ボタンを設ければ、ス
ムーズに出入りができます。
＊トイレ内の照明と出入口外部の開
閉ボタンが連動式の場合、介助者
が外部で閉ボタンを押すとトイレ
使用時に照明が消灯することがあ
ります。連動式を用いる場合は、ト
イレ内に人感センサー等を設ける
など消灯しないようにしましょう。

＊目の不自由な人は表示だけでは男
女の区別が分かりません。

2. 有効幅員

4． ドアの構造

3. 段

○：整備基準　　：誘導基準　◇：標準的な整備内容　◆：望ましい整備内容　＊：語句の解説等

福祉型便房の表示例

＊福祉型便房の表示は、設置する設
備に応じてピクトグラムを組み合わ
せて表示します。

＊福岡市では、福祉型便房に名称を
付ける必要がある場合、ピクトグラ
ム等で利用対象を明確にした上
で、「バリアフリートイレ」と呼んで
います。

障がいのある
人が使える
設備
Accessible
facility

介助用
ベッド
Care bed
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○　福祉型便房には、高齢者、障がい者等の円滑な利
用に適した構造を有する水洗器具を設けます。

◇便器洗浄器具のスイッチは、押しボタン式等の操作が容易
なものを分かりやすい位置に設けます。

◆必要に応じて、オストメイト等の円滑な利用に適した構造
を有する水洗器具を設置します。
◆洗浄ボタン、非常呼び出しボタンなどは、色や形の違い及
び周囲とのコントラストに配慮し、点字などの触覚記号等
による表示を行うことが望まれます。
◆目の不自由な人が円滑にトイレを利用できるよう便房内の
腰掛便器や便器洗浄ボタンの場所を音声等で案内するこ
とが望まれます。

6. 水洗器具

○　床の表面は滑りにくい材料で仕上げます。7. 床面の仕上げ

＊福祉型便房のドア開閉ボタンや洗
浄ボタンなどの仕様（つくり）をそろ
えることで、みんなが迷うことなく利
用できるようになります。

＊弱視や色覚障がい、全盲の方への
わかりやすさを高めることができま
す。

＊便房内でズボンを下げたり脱衣等
が必要な場合もあることから、便房
内の床の仕上げは、衛生的な管理
がしやすい乾式工法とすることが
望まれます。

○：整備基準　　：誘導基準　◇：標準的な整備内容　◆：望ましい整備内容　＊：語句の解説等

○　男性用小便器のある便所を設ける場合において
は、そのうち1以上は、床置式の小便器その他これに
類する小便器がある便所とします。

○　床置式の小便器その他これに類する小便器のうち
1以上には、手すりを設けます。

＊「これに類する小便器」とは、低受け
口タイプの小便器のことです。
＊「手すり」は、杖使用者等が前や横
に体を預けるために利用されます。
手すりはストールに近づけて設置
し、また、小便器のうち出入口に一
番近いものに設置します。
＊床置式小便器や壁掛式低受け口
は、身長の高い人から低い人まで
使いやすい構造です。

床置式ストールの例 壁掛式低受け口の例

20
cm
程
度
30
cm
程
度

80
～
90
cm
程
度

35
cm
以
下

55～60cm程度

20
cm
程
度
30
cm
程
度

80
～
90
cm
程
度

杖、傘立て用フック

8. 小便器
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○：整備基準　　：誘導基準　◇：標準的な整備内容　◆：望ましい整備内容　＊：語句の解説等

機能分散の考え方

　　便所は、高齢者、障がい者等が認識しやすい場所に設置し、利用しやすい構造と

する必要があります。そのため、車椅子使用者が円滑に利用できる他に、内部障が

い者や乳幼児連れも円滑に利用できるように、オストメイト対応設備や乳幼児用

ベッド等の設置など公園便所の多機能化を図ることとします。

　　１つの便所において複数の多機能化した福祉型便房を設置することが困難な

問題や、車椅子使用者だけでなく、内部障がい者や乳幼児連れによる利用が集中

する問題があります。そのような課題に対応するため、一般の便所においても、福

祉型便房を設置した上で、車椅子使用者用簡易型便房などを設置し、利用の工夫

を図ることが望まれます（なお、簡易型機能を備えた便房のみで福祉型便房に代え

ることはできません。）。
　
　注）車椅子使用者用簡易型便房については、最新の「公共交通機関の旅客施設に関す

る移動等円滑化整備ガイドライン」で確認してください。

福祉型便房からの機能分散
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設計編〔公園〕

6.駐車場
基本的な考え方
自動車は高齢者、障がい者等にとっ
て有効な移動手段であるため、車椅
子使用者用駐車スペースの確保が
必要となります。また、車椅子使用者
用駐車スペースから主要な出入口
へ至る通路も、車椅子使用者等に配
慮した整備が必要です。

●駐車場については、車椅子使用者用駐車施設を設置する場合の設置位置や構造について、特に注意す
ることが大切です。

設計のポイント

□公園に設ける駐車場を対象とします。

□車椅子使用者用駐車施設の必要数
　整備基準、誘導基準での必要数　
　　　　　　必要数≧全駐車台数×1/50　 （全駐車台数が200台以下の場合）
　　　　　　必要数≧全駐車台数×1/100＋2　 （全駐車台数が201台以上の場合）
　　　　　　　　　　※端数は全て切り上げる

整備の対象

留 意 事 項

３.駐車区画の表示

車道

（公園出入口へ）

歩道

５.駐車場の出入口
　までの通路

２.駐車施設の幅

４.駐車施設の表示

1.設置位置

整備項目

□車椅子使用者に限らず移動に配慮が必要な方が優先して利用できる「優先区画」
として設ける場合は、「車椅子使用者専用区画」を設けた上で、別途設けること
が重要です。
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○　車椅子使用者用駐車施設は、公園施設へ通じる
駐車場の出入口から車椅子使用者用駐車施設に至
る経路の距離が、できるだけ短くなる位置であり、か
つ、車の動線を横切らない位置に設けます。

1. 設置位置 ＊車椅子使用者の移動の負担を軽減
するために、出入口にできる限り近
い位置に設置します。

○　車椅子使用者用駐車施設の幅は、350cm以上と
します。

◆車体の両側に乗降用のスペースを設けることが望まれます。
◆車体の後方にもスペースを確保することが望まれます。
◆車椅子使用者用駐車施設の区画の奥行は、600cm以上と
することが望まれます。

○　車椅子使用者用駐車施設の後部には幅135㎝以
上の安全路を設置します。

◆肢体不自由者、妊産婦、乳幼児連れの人などの利用が多い公園に
おいては、これらの利用者の乗降に配慮し、通常の駐車スペース
より少し大きめの駐車スペースを設置することが望まれます。

2. 駐車施設の幅 ＊「350cm」とは、普通車用駐車スペ
ースに、車椅子が転回でき、介助者
が横に付き添えるスペース（幅
140cm以上）を見込んだものです。
なお、自動車のドアを全開にした状
態で車椅子から自動車へ容易に乗
降できる幅を確保することが重要
です。
＊「両側に乗降用のスペース」とは、前
方、後方からの駐車の場合の乗降、
さらに、助手席からの乗降を考慮し
たものです。
＊車体の後方スペースは、トランクか
ら車椅子を積み下ろしするなど多
様な状況にも対応できるよう、最低
150cm以上確保することが望まれ
ます。なお、後部ドアから車椅子使
用者の乗降のためのスロープ・リフ
トが出る車両の利用が想定される
場合は、後方に300cm程度確保す
ることが望まれます。
＊車椅子使用者が車から乗り降りす
る場合、時間がかかる上に傘を差
すことが困難なため、屋根があると
雨天時も濡れずに安心して乗り降
りできます。

○：整備基準　　：誘導基準　◇：標準的な整備内容　◆：望ましい整備内容　＊：語句の解説等

駐車場の例

車椅子使用者駐車施設

安全な通路

車椅子使用者用駐車施設であることの表示
（国際シンボルマークの表示等）

350cm以上

140cm以上

350cm以上 350cm以上

30
0c
m
程
度

通路との間には
段を設けない

後方に
150cm以上
後方に

150cm以上

600cm
以上

国際シンボルマーク
の表示
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　道路から駐車場に通じる出入口に、車椅子使用者用
駐車施設がある旨を、見やすい方法により表示しま
す。

4. 駐車施設の表
示

＊「見やすい方法」とは、駐車場の進
入口に、車椅子使用者用駐車施設
が設置されていることがわかるよう
に標識を設け、駐車場の入口から
車椅子使用者用駐車施設に至るま
での誘導用の標識を設けることで
す。

表示の例

駐車場

現在
位置

Ｐ駐車場

○：整備基準　　：誘導基準　◇：標準的な整備内容　◆：望ましい整備内容　＊：語句の解説等

○　車椅子使用者用である旨を、見やすい方法で表示
します。

◇反射シール等を貼ることは、バック入庫の場合やつまずき
防止に有効です。

◆立て看板を設置する場合は、車両の後部ドア（ハッチゲー
ト）の開閉に支障がないよう配慮が望まれます。

3. 駐車区画の表
示

＊「見やすい方法」とは、床面に車椅
子マークを表示することや、壁面や
看板等に表示することです。
＊建築物の整備基準では、全駐車台
数が5台未満の場合、「専用」の表示
を求めていませんが、公園におい
ては、その公共性から表示を求めて
います。
＊「反射シール等を貼ること」は、頸部
障がい等の身体上の理由から後ろ
を振り向くことができない運転手に
配慮するためです。また、夜間駐車
のためにも有効であり、車止めに貼
ることにより、つまずき防止にもな
ります。（P134参照）

＊車椅子使用者用駐車区画を車椅子
使用者専用とする場合は、その他の
移動に配慮が必要な方が優先して
利用できる「優先駐車区画」を別途
設けることが望まれます。（P134参
照）

車椅子使用者駐車区画の表示の例
（立て看板の例）

専用駐車場
一般の方の駐車
はご遠慮下さい

反射シール
（路面表示の例）
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○：整備基準　　：誘導基準　◇：標準的な整備内容　◆：望ましい整備内容　＊：語句の解説等

○　公園施設へ通じる駐車場の出入口から車椅子使
用者用駐車施設に通じる駐車場内の通路は、下表の
構造とします。

◇駐車場から公園までの通路を下表の構造に準じて、駐車場
内の通路と連続的に整備する必要があります。

◆駐車スペース及び通路に屋根又は庇を設けることが望ま
れます。

5. 駐車場の出入
口までの通路

＊車椅子使用者の通行動線の整備を
求めたものです。
＊駐車場の出入口から車椅子使用者
用駐車施設（駐車区画）までの駐車
場内の通路が対象です。
＊駐車場内の通路は、車椅子使用者
が通行可能な傾斜路や通路幅の確
保等について配慮します。

※「7.手すり」の項を
参照（P331）

床面の仕上げ

有効幅員

転回できる部分

高低差がある
場合
  有効幅員

  こう配

  踊　場

  手すり

　床面の仕上げ

　傾斜路の識別

　交差部又は接続
　部

設置方法

形　　状

点字表示

○整備基準
滑りにくい材料で仕上げるとともに、車
椅子使用者の通行に支障のないものと
する
120cm以上

次に定める構造の傾斜路又は車椅子使
用者用昇降機を設ける
120cm以上
（段に併設する場合は90cm以上）
1／12（傾斜路の高さが16cm以下の場
合は1／8）以下
高さ75cm以内ごとに踏幅150cm以上
の踊場を設ける
手すりを設ける

原則として連続して設け、1本の場合は
80cm程度とし、2本の場合は65cm程度
及び85cm程度とする
握りやすい形状で、階段等（この表では
傾斜路のこと）の上下端部から50cm以
上の水平部分を設け、両端を壁面又は
下方へ巻き込む

滑りにくい材料で仕上げる

傾斜路前後の園路等との色の明度の差
が大きいこと等によりその存在を容易
に識別できるものとする

　誘導基準
同　　左

180cm以上

区間50m以内ごとに設ける

次に定める構造の傾斜路又は車椅子使用
者用昇降機を設ける
150cm以上
（段に併設する場合は120cm以上）
1／15以下

同　　左

両側に手すりを設ける

連続して設け、1本の場合は80cm程度と
し、2本の場合は65cm程度及び85cm程
度とする
同　　左

同　　左手すりの端部、わん曲部等に現在位置、
方向、行き先等を点字で表示する

同　　左

踊場及び当該傾斜路に接する園路等の
色と明度の差の大きい色とすること等
により識別しやすいものとする
傾斜路の交差部又は接続部に踏幅
150cm以上の踊場を設ける

整備内容

駐車場の出入口までの通路の構造
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設計編〔公園〕

7.手すり
基本的な考え方
手すりは、高齢者、障がい者等の安
全を確保したり、歩行や移動などの
動作を補助するための設備であり、
目的に応じた形状、大きさ、材料、取
付位置、寸法で堅固に設置すること
が必要です。また、手すりのデザイン
については、利用しやすい構造とす
るとともに景観との調和にも配慮が
必要です。

整備項目

●公園の手すりも、高齢者、障がい者等にとって、誘導、身体の支持、動作の補助、安全確保等のために必
要な設備であり、適切な場所にしっかりと固定して設ける必要があります。また、設置場所、必要性等に
応じ、適切な形状及び寸法とすることが大切です。

●特に、視覚障がい者にとって手すりは現在位置、進行方向などの情報提供となることから、適切な点字に
よる表示や末端処理を行う必要があります。

設計のポイント

□公園内の園路、傾斜路や階段に設ける手すりを対象とします。

□手すりの規定は、手すりを設ける場合の構造について定めたものです。

整備の対象

留 意 事 項

1.設置方法

2.高さ

4.端部の構造
5.点字表示

3.形状
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○手すりは、原則として連続して設置します。

　手すりは、連続して設置します。

1. 設置方法

○　取り付けの高さは、1本の場合は80cm程度としま
す。また2本の場合は、65cm程度及び85cm程度のも
のを設置します。

2. 高さ

○　手すりの形状は、握りやすいものとします。3. 形状

＊手すりを2本設けるのは、高齢者、障
がい者等、身長の差などさまざまな
人の利用に対応するためです。

＊点状ブロック等の敷設について、段
がある部分の上端に近接する踊場
の部分に、段がある部分と連続して
手すりを設けるものである場合は、
この限りではありません。

手すりの高さ

手すりの形状の例

手すりの連続の例

握れない手すりの例

（手すりが連続していないため） （握りにくいため）
（支持材が手に
ぶつかりやすいため）

（2本の場合） （1本の場合） （階段の場合）

○　65cm程度
　(60～65cm)

3～4cm 4cm程度

手すりの連続
点状ブロック 点字表示

手すりの連続
手すりの連続

点字表示

段鼻から80cm程度

○　85cm程度
　(80～85cm)

○　80cm程度
　　(75～85cm)

点字表示

110cm

80cm

：望ましい整備例
：望ましくない整備例

○：整備基準　　：誘導基準　◇：標準的な整備内容　◆：望ましい整備内容　＊：語句の解説等
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○　手すりの端部、わん曲部等に、現在位置、方向、行
き先等を点字で表示します。

◇点字による表示方法は、JIS T0921に合わせたものとしま
す。

5. 点字表示 ＊「点字表示」は、視覚障がい者の安全
な移動を確保するための措置です。

○　階段等の上下端部から50cm以上の水平部を設
け、両端を壁面又は下方へ巻き込みます。

◇壁とのあきは4cm程度とし、また、手すりの下側で支持し、
握りやすいよう配慮します。

4. 端部の構造 ＊「水平部分を設け」としているのは
傾斜や段の始まり、終わりを知らせ
るためや、昇り降りに際し、高齢者
等にとって移動を容易にするため
です。
＊「（手すりの）両端を壁面又は下方
へ巻き込む」としているのは、傾斜
路、階段等を通過し終えたことを知
らせるための措置です。

端部の形状の例

4cm程度

（壁方向に曲げる場合）

（下方に曲げる場合）

（階段等終了部分）

50cm以上

50cm以上

○：整備基準　　：誘導基準　◇：標準的な整備内容　◆：望ましい整備内容　＊：語句の解説等

85cm程度 65cm程度

50cm以上

手すりの整備例

65cm
程度

水平部
50cm以上

85cm
程度

水平部
50cm以上

（階段）

（傾斜路）
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設計編〔公園〕

8.視覚障がい者誘導用ブロック等
基本的な考え方
視覚障がい者誘導用ブロック等は、
方向の誘導や危険回避のための有
効な手段です。周囲の状況等を考慮
し、視覚障がい者等が容易に確認で
き、わかりやすい方法で敷設すること
が必要です。

●視覚障がい者が白杖を視覚障がい者誘導用ブロック等に沿わせて利用していることから、まわりの舗装
材をレンガやタイルとする場合は、識別できるよう配慮が必要です。

設計のポイント

○　色は原則として黄色とします。ただし、これによりが
たい場合は、周囲の舗装材との色の明度差又は輝
度比の大きい色とします。

1. 色 ＊色については、弱視者に配慮して
「原則として黄色とする」ことを求め
ています。これは、黄色が「目立ちや
すく慣習化している」と判断している
ためであり、周囲の床材の色の対比
を大きくすることが有効です。　
（「明度差の大きい色」は「3.資料編」
参照（P383））

○　大きさは原則として縦横それぞれ30cmとします。2. 大きさ

□公園内の園路、階段、傾斜路に設ける視覚障がい者誘導用ブロック等を対象とします。

□道等に敷設された視覚障がい者誘導用ブロックとの連続性を確保するため、必要に応じ、道路
管理者等と協議することが必要です。

整備の対象

留意事項

記号 寸法 許容差
a 12

+1.5
a' a+10
b 55～60※

0

c 5 +1
0

単位：mm

注※：この寸法範囲でブロッ
ク等の大きさに応じて
一つの寸法を設定する。

30
0m
m
以
上

a
a'

b

b

b b b b

c

5列以上

5列
以
上

a'

a

R≦2mm
R

記号 寸法 許容差
a 17

+1.5
a' a+10
b 75

0

c 5 +1
0

d 270以上
d' d+10

単位：mm

d d'

a
a'

b b b

c

4本以上

30
m
m
以
下

a'

a

R≦2mm
R

線状ブロック等 点状ブロック等

○：整備基準　　：誘導基準　◇：標準的な整備内容　◆：望ましい整備内容　＊：語句の解説等

整備項目

◇形状・寸法については、JIS T9251に合わせたものとします。3. 形状・寸法等
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9.標識類
基本的な考え方
公園での案内板や標識は、利用者
の円滑な移動を誘導するための有
効な手段であることから、わかりやす
く適切な位置に設置する必要があり
ます。

●標識類には、案内板や誘導サインの他に、一般的な情報提供を行う掲示板があり、いずれも高齢者、障
がい者等の利用に配慮します。

●標識類は、公園利用の利便性、安全性の向上を図る上で重要な施設であることから、見やすい構造、配
置とします。

設計のポイント

＊案内板の足元は、車椅子使用者が
十分に近づけるようにします。擁壁
や植込みの中の奥まった位置にあ
ると板面に顔を近づけて読むこと
ができないので避けます。

○　高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造
とします。

◇車椅子使用者が近づきやすい位置、車椅子使用者が見や
すい高さ等の構造とする必要があります。

□イベント告知等の一時的な情報提供を行う掲示板、公園施設の配置や経路を示す案内板、園内外か
らの誘導を行う表示板等を対象とします。

整備の対象

整備項目

1. 構造

○　案内表示に表示された内容が容易に識別できる
ものとします。

1．構造
2．識別

3．全体案内板等
4．視覚障がい者用案内板

2. 識別

○：整備基準　　：誘導基準　◇：標準的な整備内容　◆：望ましい整備内容　＊：語句の解説等

1500

1200

18
50

1ｍ 0

1350

視野

視野

表
示
面
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○：整備基準　　：誘導基準　◇：標準的な整備内容　◆：望ましい整備内容　＊：語句の解説等

○　不特定かつ多数の人又は高齢者、障がい者等の
利用に配慮された公園施設の配置を表示した標識
を設ける場合は、そのうち1以上は、公園の主要な出
入口の付近に設けます。

3. 全体案内板等

標識類の設置例 ・車椅子使用者等が近づきやすい位置、車
いす使用者等が見やすい高さ等の構造
・内容を容易に把握できる表示方法（文字の
大きさ、図色と地色の明度、色相又は彩度）
・主要な公園施設などの用語は英語、地名
はローマ字を併記
・国際シンボルマーク又はJIS Z 8210「障害
のある人が使える設備」の表示
・ピクトグラム等でわかりやすく表示
・必要に応じて夜間照明設備
・方向、距離の表示
・工事情報や迂回路等の表示

・内容を容易に把握できる表示方法（文字の
大きさ、図色と地色の明度、色相又は彩度）
・主要な公園施設などの用語は英語、地名
はローマ字を併記
・国際シンボルマーク又はJIS Z 8210「障害
のある人が使える設備」の表示
・ピクトグラム等でわかりやすく表示
・必要に応じて夜間照明設備
・方向、距離の表示
・迂回路等の表示

・通行の支障にならない配置
・車椅子使用者等が接近できる
150cm×150cm以上の水平
部分

・触知案内図等には、
必要に応じて音声案
内装置等を設置
・弱視者（ロービジョ
ン）等に配慮した色使
いで彩色

　公園の出入口などの主要な箇所には、次に定める視
覚障がい者のための案内板を設けます。
　点字で表示するとともに、文字や記号を彫り込んで
表示します。
　できるだけ大きな文字とし、色の対比を鮮明にします。

4. 視覚障がい者 
 用案内板

〔配置〕

〔表示〕

◇案内板等は、移動等円滑化園路の出入口や駐車場の付近
に配置します。
◇案内板等周辺の床面は、平坦で固くしまっていて濡れても
滑りにくい仕上げとします。
◇公園全体の案内図には、車椅子使用者等が利用可能な施
設に、国際シンボルマーク等により、その旨を表示します。

◆車椅子使用者が容易に接近できるよう、表示面の方向に
150cm×150cm以上の水平部分を園路動線に支障のない
ように設けます。

◆移動等円滑化園路の始点、終点、主要な分岐点に設ける標
識には、公園施設および主要な公園施設等への方向や距
離・所要時間等を表示することが望まれます。
◆案内板等に用いるピクトグラムは、国際シンボルマークや
JIS Z 8210 に示された図記号等を基本とすることが望まれ
ます。独自にデザインする場合は、高齢者、障がい者等に認
識してもらえるよう、分かりやすいデザインについて意見を
聴取するなどにより検討することが望まれます。
◆工事の実施等により移動等円滑化園路が遮断される場合
には、工事実施等により利用できない旨の案内表示や、迂
回路をわかりやすく示すことが望まれます。
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10.ベンチ
基本的な考え方
ベンチを設置する場合には、高齢
者、障がい者等が利用しやすい位置
やその構造に配慮が必要です。

□公園内に設置されるベンチを対象とします。整備の対象

●高齢者、障がい者等が利用することから、利用しやすい位置にしっかりと固定することが大切です。
●利用目的にあわせた高さや構造に配慮することが大切です。

設計のポイント

整備項目

○：整備基準　　：誘導基準　◇：標準的な整備内容　◆：望ましい整備内容　＊：語句の解説等

○　必要に応じて高齢者、障がい者等の利用に配慮し
た構造のベンチを設けます。

◆ベンチを設ける際には、腰掛け板の高さは40～45cmとす
ることが望まれます。また、移動等円滑化園路の距離が長
い公園では、長時間の歩行が困難な高齢者、障がい者等の
休憩の際の立ち座りの負担軽減のため、腰掛け板の高さを
より高くしたベンチを設けることが望まれます。

◆ベンチには、背もたれや手すり等を設けることが望まれます。

◆ベンチの周辺には、車椅子が近づき、隣接して滞在出来る
よう150cm×150cm以上の水平面を確保することが望ま
れます。

＊視覚障がい者はベンチにどこまで
深く腰掛けることができるのかわか
らないため、背もたれが必要です。

1. 構造

1.構造
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11.野外卓
基本的な考え方
野外卓を設置する場合には、高齢
者、障がい者等が利用しやすい位置
やその構造に配慮が必要です。

○　車椅子使用者等の利用に配慮した構造の野外卓
を設けます。

○　車椅子で接近できるように使用方向の床に
150cm以上の水平部を設けます。

◇卓の下部に高さ65cm以上、奥行き45cm以上のスペースを
設けます。また、この部分には足つなぎの棒は設けないも
のとします。

◇多くの車椅子使用者が同時に利用する場合、車椅子が卓間
を移動できるように220cm以上離します。

＊卓の下部には、車椅子使用者の利
用に配慮した空間を確保すること
が望まれます。

●多くの車椅子使用者が同時に利用する場合を想定して、車椅子が卓間を移動できる幅を確保することが
重要です。

設計のポイント

整備項目

□公園内に設置する野外卓を対象とします。整備の対象

45cm
以上

45cm
以上

150cm以上

150cm以上

65cm
以上

1.構造

○：整備基準　　：誘導基準　◇：標準的な整備内容　◆：望ましい整備内容　＊：語句の解説等

1. 構造
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12.券売機
基本的な考え方
券売機の金銭投入口や案内表示等
の高さは、車椅子使用者や視覚障が
い者の利用に配慮する必要がありま
す。

○　1か所に2以上の券売機を設ける場合においては、
車椅子使用者の利用に支障がない構造とします。

＊点字表示を行う等、視覚障がい者
の利用しやすい券売機には、視覚
障がい者誘導用ブロック等による
誘導が望まれます。

□公園内に設置する券売機を対象とします。整備の対象

●券売機の下部は車椅子使用者が寄りつきやすい構造とし、金銭投入口やボタンなどが円滑に操作でき
るよう配慮することが必要です。
●視覚障がい者に配慮して点字表示又は音声による案内をすることが必要です。

設計のポイント

金銭投入口の高さ

2.案内表示

1.構造

○　1以上の券売機では、料金等を点字で表示します。2.　案内表示

○：整備基準　　：誘導基準　◇：標準的な整備内容　◆：望ましい整備内容　＊：語句の解説等

1. 構造

整備項目
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13.水飲み器・
     手洗い場

基本的な考え方
高齢者、障がい者等が支障なく接近
でき利用できるように、設置位置や
構造に配慮する必要があります。

●すべての人が寄りつきやすい位置と周辺の形状を考えることが大切です。
●通行の妨げにならないよう工夫します。

設計のポイント

□公園内に設置する不特定かつ多数の人又は主に高齢者、障がい者等が利用する水飲み器・手洗い場
を対象とします。

整備の対象

□整備基準、誘導基準ともに水飲み器・手洗い場のうち、それぞれ1ヶ所以上の整備を求めています。留意事項

整備項目

2.給水栓の構造

4 .床の構造

１.飲み口等の高さ

3 .水飲み器等の下部スペース

5 .周辺のスペース
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○　飲み口及び洗面部分の下部には、高さ65㎝以上
の空間を確保します。

○　給水栓は自動感知式、ボタン式又はレバー式とし
ます。

○　飲み口及び洗面部分の高さは、76cmを標準とし
ます。

○　水飲み器を設ける場合においては、使用のため接
近する方向の床に奥行150cm以上、幅90cm以上の
水平部分を設けます。

＊車椅子使用者の利用を考慮し、床
は水平とします。

4. 床の構造

○　手洗い場を設ける場合においては、周辺に車椅子
使用者が容易に近づけるよう十分な広さを確保しま
す。

5. 周辺のスペー
ス

○：整備基準　　：誘導基準　◇：標準的な整備内容　◆：望ましい整備内容　＊：語句の解説等

2. 給水栓の構造 ＊手の不自由な人などの利用には、
「自動感知式」が便利ですが、視覚
障がい者の利用に配慮して「ボタン
式又はレバー式」も同等に併設する
ことが望まれます。

3. 水飲み器等の
下部スペース

1. 飲み口等の高
さ

＊車椅子使用者の利用を考慮し、下
部スペースには空間を設けます。



342

設計編〔公園〕

14.休憩所及び
       管理事務所

基本的な考え方
高齢者、障がい者等が支障なく利用
できるように、出入口や広さ等に配
慮する必要があります。

●すべての人が寄りつきやすい位置に設け、ベンチやカウンター等を円滑に利用できるよう配慮すること
が必要です。

設計のポイント

□整備基準、誘導基準ともに休憩所のうち、1ヶ所以上の整備を求めています。留意事項

□公園内に設置される休憩所及び管理事務所を対象とします。整備の対象

1.有効幅員 2.段

３.戸の構造

4.カウンター

5.広さ

1.有効幅員

2.段

5.広さ

6.便所

整備項目

7.その他の設備
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○　戸を設ける場合は、有効幅員は80cm以上とし、高
齢者、障がい者等が容易に開閉して通過できる構造
とします。

○　出入口の有効幅員は120cm以上とします。ただし、
地形の状況等の理由によりやむを得ない場合は、
80cm以上とすることができます。

○　車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設
けないものとします。ただし、地形の状況等の理由に
よりやむを得ず段を設ける場合は、「4.傾斜路」に定
める構造の傾斜路を併設します。

1. 有効幅員

「4.傾斜路」に定める構造

2. 段

3. 戸の構造

有効幅員

路面の仕上げ

手すり

傾斜路の識別

設置方法

○整備基準
130cm以上
（段に併設する場合は90cm以上）
滑りにくい材料で仕上げる

両側に手すりを設ける

原則として連続して設け、高さは、1本の
場合は80cm程度とし、2本の場合は
65cm程度及び85cm程度とする

傾斜路の上下端に近接する園路等との
色の明度の差が大きいこと等によりそ
の存在を容易に識別できるものとする

　誘導基準
150cm以上
（段に併設する場合は120cm以上）
同　　左

同　　左

連続して設け、高さは、1本の場合は
80cm程度とし、2本の場合は65cm程度
及び85cm程度とする

踊場及び当該傾斜路に接する園路等との
色の明度の差が大きいこと等によりその
存在を容易に識別できるものとする

縦断こう配等
1

原則として4％以下とし、高さが75cmを
超える場合は、高さ75cm以内ごとに長さ
150cm以上、幅180cm以上の水平部分
を設ける

4％以下とし、高さが75cmを超える場合
は、高さ75cm以内ごとに長さ150cm以
上の水平部分を設ける

縦断こう配等
2

4％以上となる部分の上下端部には、長
さ180cm以上の水平部分を設ける

3％以上となる部分の上下端部には、長
さ180cm以上の水平部分を設ける

横断こう配 横断こう配は設けない 同　　左

点状ブロック
等

傾斜路の上端に近接する園路及び踊場
の部分に、必要に応じて敷設する

傾斜路の上端に近接する園路及び踊場
の部分に敷設する

立ち上がり 傾斜路の両側に立ち上がり部を設ける 同　　左

最大縦断こう
配

8％以下

整備内容

握りやすい形状で、階段等の上下端部か
ら50cm以上の水平部を設け、両端を壁
面又は下方へ巻き込む

同　　左形状

手すりの端部、わん曲部等に、現在位置、
方向、行き先等を点字で表示する

同　　左点字表示

※「4.傾斜路」の項を参照
（P320）

○：整備基準　　：誘導基準　◇：標準的な整備内容　◆：望ましい整備内容　＊：語句の解説等



344

○　カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車
椅子使用者の円滑な利用に適した構造とします。た
だし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出
て対応することができる構造の場合はこの限りでは
ありません。

○　車椅子使用者の円滑な利用に適した広さを確保
します。

○　不特定かつ多数の人又は主に高齢者、障がい者
等が利用する便所を設ける場合は、「5.便所」で定め
る構造の便所を設けます。

◆乳幼児連れには、授乳のためのいす、おむつ替え台が必要
なため、休憩所、管理事務所や売店、飲食店等に授乳室や
おむつ替えが出来る場所を設けることが望まれます。

◆急病等の際に安静をとるための救護施設を管理事務所に
設けることが望まれます。

◆管理事務所の場所を把握しやすくするため、分かりやすい
名称の表示や音声案内など、到達しやすく、入口をわかりや
すくすることが望まれます。

4. カウンター

5. 広さ

6. 便所

○：整備基準　　：誘導基準　◇：標準的な整備内容　◆：望ましい整備内容　＊：語句の解説等

7. その他の設備
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15.屋根付き広場
基本的な考え方
高齢者、障がい者等が支障なく利用
できるように、出入口や広さ等に配
慮する必要があります。

●すべての人が寄りつきやすい位置に設けることが必要です。設計のポイント

□整備基準、誘導基準ともに屋根付き広場のうち、1ヶ所以上の整備を求めています。留意事項

□公園内に設置される屋根付き広場を対象とします。整備の対象

1.有効幅員

2.段 3.広さ

整備項目
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○　車椅子使用者の円滑な利用に適した広さを確保
します。

○　出入口の有効幅員は120cm以上とします。ただし、
地形の状況等の理由によりやむを得ない場合は、
80cm以上とすることができます。

○　車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設
けないものとします。ただし、地形の状況等の理由に
よりやむを得ず段を設ける場合は、「4.傾斜路」に定
める構造の傾斜路を併設します。

1. 有効幅員

2. 段

3. 広さ

※「4.傾斜路」の項を参照
（P320）

○：整備基準　　：誘導基準　◇：標準的な整備内容　◆：望ましい整備内容　＊：語句の解説等

「4.傾斜路」に定める構造

有効幅員

路面の仕上げ

手すり

傾斜路の識別

設置方法

○整備基準
130cm以上
（段に併設する場合は90cm以上）
滑りにくい材料で仕上げる

両側に手すりを設ける

原則として連続して設け、高さは、1本の
場合は80cm程度とし、2本の場合は
65cm程度及び85cm程度とする

傾斜路の上下端に近接する園路等との
色の明度の差が大きいこと等によりそ
の存在を容易に識別できるものとする

　誘導基準
150cm以上
（段に併設する場合は120cm以上）
同　　左

同　　左

連続して設け、高さは、1本の場合は
80cm程度とし、2本の場合は65cm程度
及び85cm程度とする

踊場及び当該傾斜路に接する園路等との
色の明度の差が大きいこと等によりその
存在を容易に識別できるものとする

縦断こう配等
1

原則として4％以下とし、高さが75cmを
超える場合は、高さ75cm以内ごとに長さ
150cm以上、幅180cm以上の水平部分
を設ける

4％以下とし、高さが75cmを超える場合
は、高さ75cm以内ごとに長さ150cm以
上の水平部分を設ける

縦断こう配等
2

4％以上となる部分の上下端部には、長
さ180cm以上の水平部分を設ける

3％以上となる部分の上下端部には、長
さ180cm以上の水平部分を設ける

横断こう配 横断こう配は設けない 同　　左

点状ブロック
等

傾斜路の上端に近接する園路及び踊場
の部分に、必要に応じて敷設する

傾斜路の上端に近接する園路及び踊場
の部分に敷設する

立ち上がり 傾斜路の両側に立ち上がり部を設ける 同　　左

最大縦断こう
配

8％以下

整備内容

握りやすい形状で、階段等の上下端部か
ら50cm以上の水平部を設け、両端を壁
面又は下方へ巻き込む

同　　左形状

手すりの端部、わん曲部等に、現在位置、
方向、行き先等を点字で表示する

同　　左点字表示
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設計編〔公園〕

16.野外劇場及び
        野外音楽堂

基本的な考え方
野外劇場及び野外音楽堂には、出
入口から容易に到達できる位置に
車椅子使用者が利用できる観覧ス
ペースを設けます。

●野外劇場及び野外音楽堂では、車椅子使用者観覧スペースに容易に到達できるよう通路を確保し、見
やすく安定して停止できるようにします。

設計のポイント

□公園内に設置される野外劇場及び野外音楽堂を対象とします。整備の対象

1.有効幅員

2.段

3.通路の構造

4.車椅子使用者用観覧スペース

整備項目
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○　出入口の有効幅員は120cm以上とします。ただし、
地形の状況等の理由によりやむを得ない場合は、
80cm以上とすることができます。

○　車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設
けないものとします。ただし、地形の状況等の理由に
よりやむを得ず段を設ける場合は「4.傾斜路」に定め
る構造の傾斜路を併設します。

1. 有効幅員

2. 段

※「4.傾斜路」の項を参照
（P320）

○：整備基準　　：誘導基準　◇：標準的な整備内容　◆：望ましい整備内容　＊：語句の解説等

「4.傾斜路」に定める構造

有効幅員

路面の仕上げ

手すり

傾斜路の識別

設置方法

○整備基準
130cm以上
（段に併設する場合は90cm以上）
滑りにくい材料で仕上げる

両側に手すりを設ける

原則として連続して設け、高さは、1本の
場合は80cm程度とし、2本の場合は
65cm程度及び85cm程度とする

傾斜路の上下端に近接する園路等との
色の明度の差が大きいこと等によりそ
の存在を容易に識別できるものとする

　誘導基準
150cm以上
（段に併設する場合は120cm以上）
同　　左

同　　左

連続して設け、高さは、1本の場合は
80cm程度とし、2本の場合は65cm程度
及び85cm程度とする

踊場及び当該傾斜路に接する園路等との
色の明度の差が大きいこと等によりその
存在を容易に識別できるものとする

縦断こう配等
1

原則として4％以下とし、高さが75cmを
超える場合は、高さ75cm以内ごとに長さ
150cm以上、幅180cm以上の水平部分
を設ける

4％以下とし、高さが75cmを超える場合
は、高さ75cm以内ごとに長さ150cm以
上の水平部分を設ける

縦断こう配等
2

4％以上となる部分の上下端部には、長
さ180cm以上の水平部分を設ける

3％以上となる部分の上下端部には、長
さ180cm以上の水平部分を設ける

横断こう配 横断こう配は設けない 同　　左

点状ブロック
等

傾斜路の上端に近接する園路及び踊場
の部分に、必要に応じて敷設する

傾斜路の上端に近接する園路及び踊場
の部分に敷設する

立ち上がり 傾斜路の両側に立ち上がり部を設ける 同　　左

最大縦断こう
配

8％以下

整備内容

握りやすい形状で、階段等の上下端部か
ら50cm以上の水平部を設け、両端を壁
面又は下方へ巻き込む

同　　左形状

手すりの端部、わん曲部等に、現在位置、
方向、行き先等を点字で表示する

同　　左点字表示
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○　通路の有効幅員は120cm以上とします。ただし、地
形の状況等の理由によりやむを得ない場合は、通路
の末端付近の広さを車椅子の転回に支障のないも
のとした上で、80cm以上とすることができます。

○　車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設
けないものとします。ただし、地形の状況等の理由に
よりやむを得ず段を設ける場合は、「4.傾斜路」に定
める構造の傾斜路を併設します。

○　縦断こう配は4％以下とします。ただし、地形の状
況等の理由によりやむを得ない場合は、8％以下とす
ることができます。

○　横断こう配は1％以下とします。ただし、地形の状
況等の理由によりやむ得ない場合は、2％以下とする
ことができます。

○　路面は、滑りにくい仕上げとします。

3. 通路の構造 ＊「通路」とは、出入口と車椅子使用
者用観覧スペース及び車椅子使用
者等に配慮した便所を結ぶ経路で
す。

有効幅員120cm以上

有効幅員120cm以上

車椅子使用者用
観覧スペース

○：整備基準　　：誘導基準　◇：標準的な整備内容　◆：望ましい整備内容　＊：語句の解説等
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○　収容定員が200以下の場合は、収容定員に1/50を
乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合は、
収容定員に1/100を乗じて得た数に2を加えた数以
上の車椅子使用者用観覧スペースを設けます。

○　1席当たり、幅90cm以上、奥行き120cm以上とし
ます。

○　車椅子使用者が利用する際に支障となる段を設
けないものとします。

4. 車椅子使用者用
観覧スペース

車椅子使用者用観覧スペースの例

○　90cm以上

平たんな
床とする

　奥行き
○　120cm以上

○：整備基準　　：誘導基準　◇：標準的な整備内容　◆：望ましい整備内容　＊：語句の解説等
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コラム
公園の情報提供について

　公園の施設整備や利用支援によるバリアフリー化状況について、利用者
に対して事前に分かりやすい形で、幅広く情報提供することが重要です。
　また、高齢者、障がい者等が公園を利用する際には、標識や案内板以外
にも案内が必要な場合があります。そのため、管理事務所において、移動等
円滑化整備状況について情報提供することが有効です。

●情報提供の内容
・高齢者、障がい者等に対し、高齢者、障がい者等が公園を円滑に利用するために
必要となる情報を適切に提供します。
・移動等円滑化整備状況について、障がいの程度に応じてどこで何ができるのか、
高齢者、障がい者等の利用の可否が分かるような情報の提供を行うことが望ま
れます。
・高齢者、障がい者等が利用しやすい園路、管理事務所、駐車場などの位置等を、
写真や地図を用いてわかりやすく情報提供を行うことが望まれます。

●情報提供の方法
・障がい者等が円滑にウェブサイト等を利用し必要な情報を得られるようにする
ために、文字の見やすさへの配慮（大きさ、カラーユニバーサルデザイン、コント
ラスト等）、テキストブラウザでの閲覧への配慮、音声読み上げへの対応、画像や
動画等への代替テキストの表示、音声情報への字幕の追加、全てのコンテンツを
キーボードのみで操作可能にすることなど、ウェブアクセシビリティを確保しま
す。特に、ＰＤＦや画像で表現された情報は、視覚障がい者が情報を得られな
い・得にくいことに配慮します。

●管理事務所における情報提供の内容
・高齢者、障がい者等に対し、高齢者、障がい者等が公園を円滑に利用するために
必要となる情報を適切に提供します。
・移動等円滑化整備状況について、障がいの程度に応じてどこで何ができるのか、
高齢者、障がい者等の利用の可否が分かるような情報の提供を行うことが望ま
れます。

●管理事務所における情報提供の方法
・案内を行う場合は、高齢者、障がい者等に対応できる多様な情報提供を行うこと
が望まれます。
・視覚障がい者等に配慮し、イベント情報等の掲示板に表示する情報は、管理事
務所等において音声案内等により情報提供を行うことが望まれます。
・公園のパンフレットの配布、音声案内、人的な誘導など、必要に応じて多様な手
段による情報提供を行うことが望まれます。
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コラム
公園の利用支援について

　高齢者、障がい者等の公園利用を支援する上では、必要に応じて支援機
器の提供、公園管理者・指定管理者等やボランティアによる人的な利用支
援を行うことが有効です。　
　また、高齢者、障がい者等が公園に親しみ楽しめるよう、公園の魅力や利
用方法について理解を高めるために、公園の魅力を案内したり体験を支援
するプログラムを用意することが有効です。

●利用サポート
 （支援機器の提供）
・高齢者、障がい者等の公園内の移動等を支援するため、車椅子、ベビーカー、音
声案内機器など利用支援となる機器の貸し出しを行うことが望まれます。

 （人的な利用支援）
・高齢者、障がい者等の公園内の移動等を支援するため、案内や誘導、介助等の
人的な支援を行うことが望まれます。
・人的な支援を行う場合には、適切な支援の提供のため、高齢者、障がい者等の
意見の反映や参画による研修等を継続的に行っていくことにより、公園職員のバ
リアフリーに関する技術向上に取り組むことが望まれます。
・ボランティアを育成する研修の実施等により、継続的に人的な支援を行っていく
ことが望まれます。

●利用プログラム
・公園の特性に応じた公園の案内や、施設の利用等を支援する利用プログラムを
用意することが望まれます。（例えば、公園の案内、自然や生き物とのふれあい体
験やスポーツ体験等）
・利用プログラムの検討にあたり、レクリエーション等の専門家と協力することや、
公園管理者、障がい者、地域住民、学識経験者等による協議会を設置することが
望まれます。
・継続的な実施のため、協議会の運営のほか、大学、ＮＰＯ団体、関連福祉団体、
ボランティアなどと協力することが望まれます。

出典：「都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン」（監修：国土交通省都市・地域整備局公園緑地課）


